
審 第 ５ ８ ６ 号 
答 申 第 １ ８ ５ 号 

     平成２９年６月２３日 
 

千葉県知事 鈴木 栄治 様 
 

千葉県個人情報保護審議会 
会 長   土 屋   俊 

 

 
異議申立てに対する決定について（答申） 

 
 平成２７年４月２日付け○健福第１３号による下記の諮問について、別紙のと

おり答申します。 
記 

諮問第１６７号 
 平成２７年２月２４日付けで異議申立人から提起された、平成２６年１２月 

２４日付け○健福第１３６０号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立て

に対する決定について 
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諮問第１６７号 

答  申 

 

１ 審議会の結論 

  千葉県知事（以下「実施機関」という。）が平成２６年１２月２４日付け○健福

第１３６０号で行った自己情報部分開示決定（以下「本件決定」という。）につい

て、千葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、次のとおり判断す 

る。 

実施機関が本件決定において不開示とした情報のうち、「精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律の規定による精神障害者の申請・通報等の結果について（報告）」

の「事前調査の結果診察の要否」の欄及び「その他」の欄の記載については開示す

べきであるが、その余の決定は妥当である。 

 

２ 異議申立ての経緯 

（１）異議申立人は、平成２６年４月２日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報

保護条例（平成５年千葉県条例第１号。平成２７年千葉県条例第１５号による改

正前のもの。以下「条例」という。）第１６条第１項の規定により、      

「Ｈ○．○．○以降、私が相談した記録、及び、私に係り他機関へ発出もしくは、

収受した記録、又は、私に対して発出した記録（文書）」の開示請求（以下「本

件請求」という。）を行った。 

（２）実施機関は、本件請求に対し条例第２３条の規定により、請求に係る個人情報

が記録された行政文書が大量であり、内容の検討に時間を要し、事務の遂行に著

しい支障が生ずるおそれがあることを理由として、平成２６年４月１５日○健福

第１９１号で、自己情報開示決定の期限の特例適用通知を行った。 

（３）その後、実施機関は、請求に係る個人情報が記録された行政文書を別表のとお

り本件文書１から５まで特定し、本件決定を行った。 

（４）異議申立人は、本件決定に対し行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

第６条の規定により、実施機関に対し、平成２７年２月２４日付けで異議申立て

（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

（５）実施機関は、本件異議申立てを受けて、条例第４６条第１項の規定により、平

成２７年４月２日付け○健福第１３号で審議会に諮問した。 
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３ 異議申立人の主張要旨 

異議申立書において、異議申立人は概ね次のとおり主張している。 

  ア 異議申立ての趣旨 

    「本件決定を取り消す。」との決定を求める。 

  イ 異議申立ての理由 

    本件決定は次のとおり違法であるため。 

○○○が付された病名、症候群名に基づく、自傷他害、自殺行為のおそれに

よる国民の生命、身体、財産に係る○○○の責務を果たすことに、支障がある

ため。 

 

４ 実施機関の説明要旨 

  平成２７年７月１５日付けで実施機関が審議会に対し提出した理由説明書にお

いて、概ね次のとおり主張している。 

（１）対象文書について 

ア 本件文書１について 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、○○健

康福祉センターの相談担当者（以下「ＤＶ相談員」という。）が、平成○年○

月○日に異議申立人との間で行った電話相談に関する記録票であり、異議申立

人から受けた相談内容、担当者から異議申立人に伝えた内容及び受付者名が記

録されている。 

イ 本件文書２について 

平成○年○月○日付けで○○警察署長から○○健康福祉センター長あてに送

付された精神障害者等の保護通報書であり、保護された者の住所、氏名、保護

の事由などが記録されている。 

  ウ 本件文書３について 

平成○年○月○日付け○健福第２５８号の４２で○○保健所長から千葉県

健康福祉部障害福祉課長に提出した報告書であり、申請・通報等を行った機関、

対象者の住所、氏名、年齢の他、診察の要否、その他（診察不要の理由・診察

のための移送の経過）などが記録されている。 

  エ 本件文書４について 
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平成○年○月○日に異議申立人が○○健康福祉センターに来所した際の相

談記録票であり、異議申立人の相談内容、面接者の名前、担当課長の印影など

が記録されている。 

  オ 本件文書５について 

    平成○年○月○日に異議申立人が弁護士とともに精神保健福祉相談（心の健

康相談）に来所された際の相談に係る実施報告書であり、相談の際の異議申立

人や弁護士と相談員である○○健康福祉センター嘱託医及び○○健康福祉セ

ンター職員とのやりとりなどが記録されている。 

（２）不開示部分及びその理由 

ア 本件文書１について 

「課員」欄及び「受付者」欄に記載された情報について、条例第１７条第６

号により不開示とした。 

これは、ＤＶ被害相談の特殊性から、嘱託職員であるＤＶ相談員の氏名につ

いては、相談員への危害防止等を図る目的で公表していないところ、相談員名

がわかる印影が記録されており、これを開示することによりＤＶ相談業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためである。 

イ 本件文書２について 

「保護の事由」欄に記載された情報について、条例第１７条第６号により不

開示とした。 

これは、○○警察署長による異議申立人の保護の必要性の判断に係る情報が

記載されており、これを開示することにより精神障害者等の保護通報業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためである。 

ウ 本件文書３について 

「事前調査の結果診察の要否」の欄及び「その他（診察不要の理由・診察の

ための移送の経過）」欄に記載された情報について、条例第１７条第６号によ

り不開示とした。 

これは、○○保健所長が行った診察の要否に関する評価等が記録されており、

これを開示することにより業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

めである。 

エ 本件文書４について 

「面接者」に係る記載について、条例第１７条第６号により不開示とした。 
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これは、ＤＶ被害相談の特殊性から、嘱託職員であるＤＶ相談員の氏名につ

いては、相談員への危害防止等を図る目的で公表していないところ、相談員の

姓が記載されており、これを開示することによりＤＶ相談業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるためである。 

オ 本件文書５について 

「従事者」欄の記載の一部について、条例第１７条第２号により不開示とし

た。 

これは、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別で

きる情報が含まれているため、当該情報に係る部分について不開示としたもの

である。 

（３）異議申立ての検討 

ア 条例第１７条は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に同条

各号に掲げる情報（不開示情報）のいずれかが含まれている場合を除き、開示

請求をした者に対し、当該個人情報を開示しなければならないと定めているこ

とから、本件決定の妥当性は本件決定において不開示とされた情報が条例第 

１７条各号のいずれかに該当するか否かにより判断されるものである。 

イ 異議申立人は本件決定が違法であると主張し、その理由として、本件決定に

よっては「異議申立人のその○○○に対する○○○としての責務を果たすこと

に支障があるため」とするが、異議申立ての理由と不開示情報に係る条例第１

７条各号との関係については明らかでない。 

 

５ 審議会の判断 

（１）本件異議申立てについて 

   実施機関は、本件請求に対し上記２（３）のとおり、本件各文書に記録された 

個人情報を本件請求の対象として特定して本件決定を行った。 

   異議申立人は、本件決定に対し上記３アのとおり取消しを求めており、不開示

部分の開示を求めていると認められるので、以下、本件決定における不開示部分

の不開示情報該当性について検討する。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 本件文書１について 

審議会で見分したところ、本件文書１は、○○健康福祉センターのＤＶ相
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談員が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第３条第

３項で規定する相談業務として行った、異議申立人との電話相談について、

その内容を記した記録であり、課員欄と受付者欄に押印されている嘱託職員

であるＤＶ相談員の印影が不開示とされている。 

これについて実施機関は、ＤＶ被害相談の特殊性から、ＤＶ相談員の氏名

については、相談員への危害防止等を図る目的で公表していないところ、開

示することによりＤＶ相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた

め条例第１７条第６号により不開示としたと説明する。 

審議会事務局職員が実施機関に確認したところ、上記理由から、ＤＶ相談

員の氏名については、電話相談のみならず来所相談時にも通常名乗ることは

ないとのことであり、実際に異議申立人に対しても名乗ったという事実は確

認できないとのことであった。 

都道府県がＤＶ相談業務を実施するにあたっては、「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」（平成２５年１２

月２６日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第１号）により、

被害者の安全の確保及び秘密の保持の徹底を図り、具体的事案において、被

害者に対する加害者の追及が可能になることのないよう、十分な配慮をする

ことが求められているところである。 

そうすると、上記のような被害者の安全確保や加害者の追及に特段の配慮

を行うべきとするＤＶ相談業務の背景を踏まえると、ＤＶ相談員の氏名を開

示することとした場合、それを知った加害者が当該相談員に対し被害者の情

報を求めて強硬な手段に及ぶことや、あるいは、自らの氏名が開示されるこ

とでの関係者とのトラブルを危惧した相談員が消極的な姿勢で相談対応を行

うなどの可能性は否定できず、その結果として、相談業務の適正な遂行に支

障が及ぶとする実施機関の説明には合理性があるものと認められる。 

  したがって、本件文書１で不開示とされている情報は、条例第１７条第６

号ハに該当するから不開示とすることが相当である。 

イ 本件文書２について 

審議会で見分したところ、本件文書２は、○○警察署長が精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）の規定に基づき

○○保健所長に通報した際の通知書であり、○○警察署長が異議申立人の行動
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から通報が必要であると判断した理由部分が不開示とされている。 

これについて実施機関は、保護の必要性の判断に係る情報を開示することに

より、精神障害者等の保護通報業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

ため条例第１７条第６号により不開示としたと説明する。 

精神保健福祉法においては、警察官は、その職務上、異常な挙動その他周囲

の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすお

それがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保

健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない旨が規定されており（同

法第２３条）、本件文書２の不開示情報は、この規定により○○警察署長が異

議申立人の言動から通報の必要性があると判断した事由である。 

  そうすると、これらの情報を被通報者に開示することとなれば、本来であ

れば保護の必要性があるとして通報されるべき者が、どのような言動をとる

と警察署から保健所に通報がなされるのかについての基準や考え方を知り、

故意に通報を免れようとするような事態も考えられるところであり、結果と

して、必要な保護や医療を受ける機会が失われることで、実施機関における

精神保健福祉法に基づく保護通報業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あると認められる。 

したがって、本件文書２で不開示とされている情報は、条例第１７条第６号

柱書に該当するから不開示とすることが相当である。 

ウ 本件文書３について 

審議会で見分したところ、本件文書３は、○○警察署長からの通報を受け

て、○○保健所長が精神保健福祉法第２７条第１項の精神保健指定医による

診察の要否に関する調査結果を障害福祉課長に報告した文書であり、異議申

立人に対する精神保健指定医の診察の要否についての○○保健所長の判断等

が不開示とされている。 

これについて実施機関は、○○保健所長が行った診察の要否に関する評価

等が記録されており、これを開示することにより業務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるため条例第１７条第６号により不開示としたと説明する。 

しかし、審議会で本件文書３を見分したところ、「その他（診察不要の理由・

診察のための移送の経過）」の欄には、単に○○保健所が調査により把握した

事実関係が記載されているのみで、「事前調査の結果診察の要否」の欄には、



 7

当該事実関係から当然に導かれる結果が記載されているに過ぎない。 

したがって、これらの欄には、診察の要否の判断の基準が明らかとなるよ

うな記載はされていないから、これらの記載を開示しても、実施機関の業務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

以上のことから、本件文書３で不開示とされている情報は開示することが

相当である。 

エ 本件文書４について 

  審議会において見分したところ、本件文書４は、○○健康福祉センターの 

 ＤＶ相談員が異議申立人との来所相談の内容を記した記録であり、面接者欄 

 に記載されている嘱託職員であるＤＶ相談員の姓が不開示とされている。 

この情報は、上記（２）アで判断したとおり、条例第１７条第６号ハに該

当するから不開示とすることが妥当であり、開示すべき特段の理由も認めら

れない。 

したがって、この部分につき不開示とすることが相当である。 

オ 本件文書５について 

審議会において見分したところ、本件文書５は、○○健康福祉センターで

行った異議申立人の精神保健福祉相談（心の健康相談）の内容についての記

録であり、相談に従事した異議申立人以外の第三者の姓及び同人の所属機関

に関する情報が不開示とされている。 

これについて実施機関は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、

特定の個人を識別できる情報が含まれているため、条例第１７条第２号によ

り不開示としたと説明する。 

そこで検討するに、不開示とされている情報は、全体として審査請求人以

外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものであり、条例

第１７条第２号の不開示情報に該当し、同号ただし書きイ～ニに該当する特

段の事情も認められない。また、条例第１８条第２項の部分開示の可能性に

ついて検討すると、第三者の姓を除いて開示しても、当該第三者の権利利益

が害される恐れがないとまでは言うことはできないから、条例第１８条第２

項の規定による部分開示をすべきとは認められない。 

したがって、本件文書５で不開示とされている情報は、条例第１７条第２

号に該当するから不開示とすることが相当である。 
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（３）結論 

   以上のことから、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

   なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に

影響を及ぼすものではない。 

 

６ 審議会の処理経過 

  審議会の処理経過は、次のとおりである。 

 

審議会の処理経過 

年 月 日 処 理 内 容 

平成２７年 ４月 ２日 諮問書の受理 

平成２７年 ７月１５日 実施機関の理由説明書受理 

平成２９年 ３月２８日 審議（平成２８年度第７回第２部会） 

平成２９年 ４月２５日 審議（平成２９年度第１回第２部会） 

平成２９年 ５月３０日 審議（平成２９年度第２回第２部会） 

 

千葉県個人情報保護審議会第２部会 

氏 名 職 業 等 備 考 

石井 徹哉 千葉大学副学長  

中曽根 玲子 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 部会長 

藤岡 園子 弁護士 部会長職務代理者 

（五十音順） 
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別表 

本件文

書番号 

本件文書名 不開示部分 不開示理由 

１ 電話相談記録票（午前） 「課員」欄及び「受付者」

欄 

条例第１７条第６

号該当 

２ 精障害者等の保護通報書 「保護の事由」欄 条例第１７条第６

号該当 

３ 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律の規定によ

る精神障害者の申請・通報

等の結果について（報告） 

「事前調査の結果診察の

要否」の項目欄及び「そ

の他」の項目欄 

条例第１７条第６

号該当 

４ 来所相談記録票 「面接者」欄 条例第１７条第６

号該当 

５ 精神保健福祉相談（心の健

康相談）実施報告書 

「従事者」欄の記載の一

部 

条例第１７条第２

号該当 

 


